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   ただ今から第６回総会を開催いたします。
はじめに、金森会長よりご挨拶をお願いします。

   挨拶

　本日、6番藤原俊哉委員・8番小林嘉弘委員・9番山口隆弘委員・18番中道雅則委員より欠席
の旨通知がありましたので、ご報告いたします。
出席委員は２４名中２０名で、定足数に達しておりますので、総会は成立しております。
　それでは、新ひだか町農業委員会会議規則により、議長は会長が務めることとなっております。

　これより議事に入ります。まず日程第１の議事録署名委員ですが議長から指名させていただくこと
にご異議ありませんか。 

【異議なしの声あり】

　それでは、議事録署名委員は、10番水上隆敏委員、11番橋本義次委員にお願いいたします。

以上で日程第１を終わります。

次に日程第２の報告第１号、農地法第１８条第６項の規定による解約通知について事務局より
報告事項の朗読と説明をお願いします。

報告第１号、農地法第１８条第６項の規定による解約通知については、5件ございました。

【順位１～5を議案書をもとに朗読】

　ただいまの報告について、発言のある方は挙手をお願いします。

　　　　　(発言なし)

  よろしいですか。特に発言がないようですので、以上で報告第１号を終わります。

次に議案第１号、農地法第3条の規定による許可申請についてを、議題といたします。
事務局より議案第１号1番の議案の朗読と説明をお願いします。

それでは、議案第１号の議案書をご覧下さい。農地法第3条の規定による許可申請について
は3件です。議案書をもとに説明します。

【議案第１号1番を議案書をもとに朗読】

　以上の申請の内容は、お手元にございます別添農地法第３条調査書の１ページに記載されており
ますとおり、経営面積、従事日数など、農地法第３条第２項の各要件を満たしていると考えます。
以上で議案の朗読と説明を終わります。

 ただいまの説明に関連して、地域担当農業委員から補足説明をお願いいたします。

議案第１号1番については、事務局の説明のとおりです。

　ありがとうございました。これより質疑に入ります。何かご質問ございませんか。ありませんか。
　　　　　(質問、意見なし)

　それでは、採決いたします。議案第１号1番について、原案のとおり可決することに異議ござい
ませんか。
　　　　　(異議なしの声多数)

　賛成多数ですので、議案第１号1番は原案のとおり可決いたします。

　次に事務局より議案第1号2番の議案の朗読と説明をお願いいたします。

【議案第1号2番を議案書をもとに朗読】

　以上の申請の内容は、お手元にございます別添農地法第３条調査書の2ページに記載されており
ますとおり、経営面積、従事日数など、農地法第３条第２項の各要件を満たしていると考えます。
以上で議案の朗読と説明を終わります。
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 ただいまの説明に関連して、地域担当農業委員から補足説明をお願いいたします。

議案第１号2番については、事務局の説明のとおりです。

　ありがとうございました。これより質疑に入ります。何かご質問ございませんか。ありませんか。
　　　　　(質問、意見なし)

　それでは、採決いたします。議案第１号2番について、原案のとおり可決することに異議ござい
ませんか。
　　　　　(異議なしの声多数)

　賛成多数ですので、議案第１号2番は原案のとおり可決いたします。

　次に事務局より議案第1号3番の議案の朗読と説明をお願いいたします。

【議案第1号3番を議案書をもとに朗読】

　以上の申請の内容は、お手元にございます別添農地法第３条調査書の3ページに記載されており
ますとおり、経営面積、従事日数など、農地法第３条第２項の各要件を満たしていると考えます。
以上で議案の朗読と説明を終わります。

 ただいまの説明に関連して、地域担当農業委員から補足説明をお願いいたします。

議案第１号3番については、事務局の説明のとおりです。

　ありがとうございました。これより質疑に入ります。何かご質問ございませんか。ありませんか。
　　　　　(質問、意見なし)

　それでは、採決いたします。議案第１号3番について、原案のとおり可決することに異議ござい
ませんか。
　　　　　(異議なしの声多数)

　賛成多数ですので、議案第１号3番は原案のとおり可決いたします。

　次に議案第2号、農地法第４条の規定による許可申請についてを、議題といたします。
事務局より議案第2号1番の議案の朗読と説明をお願いいたします。

それでは、議案第2号の議案書をご覧下さい。農地法第4条の規定による許可申請について
は1件です。議案書をもとに説明します。

【議案第2号1番を議案書をもとに朗読】

本日、担当地区委員さんにも現地を調査してもらっています。以上です。

 ただいまの説明に関しまして、地区担当農業委員より補足説明ありませんか。

議案第2号１番については、事務局の説明のとおりです。

　ありがとうございました。これより質疑に入ります。何かご質問ございませんか。ありませんか。
　　　　　(質問、意見なし)

　それでは、採決いたします。議案第2号１番について、原案のとおり可決することに異議ございま
せんか。
　　　　　(異議なしの声多数)

　賛成多数ですので、議案第2号１番は原案のとおり許可相当として道知事に意見を送付いたします。

　次に議案第3号、農地法第5条の規定による許可申請についてを、議題といたします。
事務局より議案第3号1番の議案の朗読と説明をお願いいたします。

それでは、議案第3号の議案書をご覧下さい。農地法第5条の規定による許可申請について
は1件です。議案書をもとに説明します。

【議案第3号1番を議案書をもとに朗読】
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本日、担当地区委員さんにも現地を調査してもらっています。以上です。

 ただいまの説明に関しまして、地区担当農業委員より補足説明ありませんか。

議案第3号１番については、事務局の説明のとおりです。

　ありがとうございました。これより質疑に入ります。何かご質問ございませんか。ありませんか。
　　　　　(質問、意見なし)

　それでは、採決いたします。議案第3号１番について、原案のとおり可決することに異議ございま
せんか。
　　　　　(異議なしの声多数)

　賛成多数ですので、議案第3号１番は原案のとおり許可相当として道知事に意見を送付いたします。

　次に議案第4号、農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定
についてを、議案といたします。
事務局より議案第4号1番の議案の朗読と説明をお願いいたします。

【議案第4号1番を議案書をもとに朗読】
　
　以上の計画要請の内容は、お手元にございます別添農業経営基盤強化促進法第１８条調査書の1ページ
に記載されていますとおり、経営面積・従事日数など農業経営基盤強化促進法第18条第3項の各要件を満
たしていると考えます。以上で議案の朗読と説明を終わります。

 ただいまの説明に関連して地区担当農業委員より補足説明ありませんか。

議案第4号1番については、事務局の説明のとおりです。

　ありがとうございました。これより質疑に入ります。何かご質問ございませんか。
　　　　　(質問、意見なし)

　それでは採決いたします。議案第4号1番について、原案のとおり可決することに異議ございませんか。

　　　　　(異議なしの声多数)

　賛成多数ですので、議案第4号１番は原案のとおり可決いたします。

　次に事務局より議案第4号2番の議案の朗読と説明をお願いいたします。

【議案第4号2番を議案書をもとに朗読】
　
　以上の計画要請の内容は、お手元にございます別添農業経営基盤強化促進法第１８条調査書の1ページ
に記載されていますとおり、経営面積・従事日数など農業経営基盤強化促進法第18条第3項の各要件を満
たしていると考えます。以上で議案の朗読と説明を終わります。

 ただいまの説明に関連して地区担当農業委員より補足説明ありませんか。

議案第4号2番については、事務局の説明のとおりです。

　ありがとうございました。これより質疑に入ります。何かご質問ございませんか。
　　　　　(質問、意見なし)

　それでは採決いたします。議案第4号2番について、原案のとおり可決することに異議ございませんか。

　　　　　(異議なしの声多数)

　賛成多数ですので、議案第4号2番は原案のとおり可決いたします。

　次に事務局より議案第4号3番の議案の朗読と説明をお願いいたします。

【議案第4号3番を議案書をもとに朗読】
　
　以上の計画要請の内容は、お手元にございます別添農業経営基盤強化促進法第１８条調査書の2ページ
に記載されていますとおり、経営面積・従事日数など農業経営基盤強化促進法第18条第3項の各要件を満
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たしていると考えます。以上で議案の朗読と説明を終わります。

 ただいまの説明に関連して地区担当農業委員より補足説明ありませんか。

議案第4号3番については、事務局の説明のとおりです。

　ありがとうございました。これより質疑に入ります。何かご質問ございませんか。
　　　　　(質問、意見なし)

　それでは採決いたします。議案第4号3番について、原案のとおり可決することに異議ございませんか。

　　　　　(異議なしの声多数)

　賛成多数ですので、議案第4号3番は原案のとおり可決いたします。

　次に事務局より議案第4号4番の議案の朗読と説明をお願いいたします。

【議案第4号4番を議案書をもとに朗読】
　
　以上の計画要請の内容は、お手元にございます別添農業経営基盤強化促進法第１８条調査書の2ページ
に記載されていますとおり、経営面積・従事日数など農業経営基盤強化促進法第18条第3項の各要件を満
たしていると考えます。以上で議案の朗読と説明を終わります。

 ただいまの説明に関連して地区担当農業委員より補足説明ありませんか。

議案第4号4番については、事務局の説明のとおりです。

　ありがとうございました。これより質疑に入ります。何かご質問ございませんか。
　　　　　(質問、意見なし)

　それでは採決いたします。議案第4号4番について、原案のとおり可決することに異議ございませんか。

　　　　　(異議なしの声多数)

　賛成多数ですので、議案第4号4番は原案のとおり可決いたします。

　次に事務局より議案第4号5番の議案の朗読と説明をお願いいたします。

【議案第4号5番を議案書をもとに朗読】
　
　以上の計画要請の内容は、お手元にございます別添農業経営基盤強化促進法第１８条調査書の3ページ
に記載されていますとおり、経営面積・従事日数など農業経営基盤強化促進法第18条第3項の各要件を満
たしていると考えます。以上で議案の朗読と説明を終わります。

 ただいまの説明に関連して地区担当農業委員より補足説明ありませんか。

議案第4号5番については、事務局の説明のとおりです。

　ありがとうございました。これより質疑に入ります。何かご質問ございませんか。
　　　　　(質問、意見なし)

　それでは採決いたします。議案第4号5番について、原案のとおり可決することに異議ございませんか。

　　　　　(異議なしの声多数)

　賛成多数ですので、議案第4号5番は原案のとおり可決いたします。

　次に事務局より議案第4号6番の議案の朗読と説明をお願いいたします。

【議案第4号6番を議案書をもとに朗読】
　
　以上の計画要請の内容は、お手元にございます別添農業経営基盤強化促進法第１８条調査書の3ページ
に記載されていますとおり、経営面積・従事日数など農業経営基盤強化促進法第18条第3項の各要件を満
たしていると考えます。以上で議案の朗読と説明を終わります。

 ただいまの説明に関連して地区担当農業委員より補足説明ありませんか。

議案第4号6番については、事務局の説明のとおりです。
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　ありがとうございました。これより質疑に入ります。何かご質問ございませんか。
　　　　　(質問、意見なし)

　それでは採決いたします。議案第4号6番について、原案のとおり可決することに異議ございませんか。

　　　　　(異議なしの声多数)

　賛成多数ですので、議案第4号6番は原案のとおり可決いたします。

　次に事務局より議案第4号7番の議案の朗読と説明をお願いいたします。

【議案第4号7番を議案書をもとに朗読】
　
　以上の計画要請の内容は、お手元にございます別添農業経営基盤強化促進法第１８条調査書の4ページ
に記載されていますとおり、経営面積・従事日数など農業経営基盤強化促進法第18条第3項の各要件を満
たしていると考えます。以上で議案の朗読と説明を終わります。

 ただいまの説明に関連して地区担当農業委員より補足説明ありませんか。

議案第4号7番については、事務局の説明のとおりです。

　ありがとうございました。これより質疑に入ります。何かご質問ございませんか。
　　　　　(質問、意見なし)

　それでは採決いたします。議案第4号7番について、原案のとおり可決することに異議ございませんか。

　　　　　(異議なしの声多数)

　賛成多数ですので、議案第4号7番は原案のとおり可決いたします。

　次に事務局より議案第4号8番の議案の朗読と説明をお願いいたします。

【議案第4号8番を議案書をもとに朗読】
　
　以上の計画要請の内容は、お手元にございます別添農業経営基盤強化促進法第１８条調査書の4ページ
に記載されていますとおり、経営面積・従事日数など農業経営基盤強化促進法第18条第3項の各要件を満
たしていると考えます。以上で議案の朗読と説明を終わります。

 ただいまの説明に関連して地区担当農業委員より補足説明ありませんか。

議案第4号8番については、事務局の説明のとおりです。

　ありがとうございました。これより質疑に入ります。何かご質問ございませんか。
　　　　　(質問、意見なし)

　それでは採決いたします。議案第4号8番について、原案のとおり可決することに異議ございませんか。

　　　　　(異議なしの声多数)

　賛成多数ですので、議案第4号8番は原案のとおり可決いたします。

　次に事務局より議案第4号9番の議案の朗読と説明をお願いいたします。

【議案第4号9番を議案書をもとに朗読】
　
　以上の計画要請の内容は、お手元にございます別添農業経営基盤強化促進法第１８条調査書の5ページ
に記載されていますとおり、経営面積・従事日数など農業経営基盤強化促進法第18条第3項の各要件を満
たしていると考えます。以上で議案の朗読と説明を終わります。

 ただいまの説明に関連して地区担当農業委員より補足説明ありませんか。

議案第4号9番については、事務局の説明のとおりです。

　ありがとうございました。これより質疑に入ります。何かご質問ございませんか。
　　　　　(質問、意見なし)

　それでは採決いたします。議案第4号9番について、原案のとおり可決することに異議ございませんか。

　　　　　(異議なしの声多数)
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　賛成多数ですので、議案第4号9番は原案のとおり可決いたします。

　次に事務局より議案第4号10番の議案の朗読と説明をお願いいたします。

【議案第4号10番を議案書をもとに朗読】
　
　以上の計画要請の内容は、お手元にございます別添農業経営基盤強化促進法第１８条調査書の5ページ
に記載されていますとおり、経営面積・従事日数など農業経営基盤強化促進法第18条第3項の各要件を満
たしていると考えます。以上で議案の朗読と説明を終わります。

 ただいまの説明に関連して地区担当農業委員より補足説明ありませんか。

議案第4号10番については、事務局の説明のとおりです。

　ありがとうございました。これより質疑に入ります。何かご質問ございませんか。
　　　　　(質問、意見なし)

　それでは採決いたします。議案第4号10番について、原案のとおり可決することに異議ございませんか。

　　　　　(異議なしの声多数)

　賛成多数ですので、議案第4号10番は原案のとおり可決いたします。

　次に事務局より議案第4号11番の議案の朗読と説明をお願いいたします。

【議案第4号11番を議案書をもとに朗読】
　
　以上の計画要請の内容は、お手元にございます別添農業経営基盤強化促進法第１８条調査書の6ページ
に記載されていますとおり、経営面積・従事日数など農業経営基盤強化促進法第18条第3項の各要件を満
たしていると考えます。以上で議案の朗読と説明を終わります。

 ただいまの説明に関連して地区担当農業委員より補足説明ありませんか。

議案第4号11番については、事務局の説明のとおりです。

　ありがとうございました。これより質疑に入ります。何かご質問ございませんか。
　　　　　(質問、意見なし)

　それでは採決いたします。議案第4号11番について、原案のとおり可決することに異議ございませんか。

　　　　　(異議なしの声多数)

　賛成多数ですので、議案第4号11番は原案のとおり可決いたします。

　次に議案第5号農業振興地域の変更等に係る意見についてを、議案に供します。
事務局より議案第5号請順位1番の議案の朗読と説明をお願いします。

　それでは、議案第5号の議案書をご覧下さい。農業振興地域の変更等に係る意見について
は1件です。議案書をもとに説明します。

【議案第5号申請順位1番を議案書をもとに朗読】

本日、担当地区委員さんにも現地を調査してもらっています。以上です。

 担当地区の農業委員より補足説明ありませんか。

議案第5号順位1番については、事務局の説明のとおりです。

　ありがとうございました。これより質疑に入ります。何かご質問ございませんか。
　　　　　(質問、意見なし)

　それでは採決いたします。議案第5号1番について、原案のとおり可決することに異議ございませんか。

　　　　　(異議なしの声多数)

  申請順位１番ですが、既存の倉庫だけでは資材等の置き場として手狭となったため、新たに倉庫を
建築いたしたい。申請地は、既存の厩舎に隣接しており、営農効率が良いことから選定した。
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　賛成多数ですので、議案第5号順位1番は原案のとおり可決いたします。

　次に議案第6号現況証明下附願いに対する発給についてを、議案といたします。
事務局より議案第6号申請順位1番の議案の朗読と説明をお願いいたします。

　それでは、議案第6号の議案書をご覧下さい。現況証明下附願いに対する発給について
は1件です。議案書をもとに説明します。

　　【議案第6号申請順位1番を議案書をもとに朗読】

 ただいまの説明に関連して、地区担当農業委員より補足説明ありませんか。

議案第6号1番については、事務局の説明のとおりです。

　ありがとうございました。これより質疑に入ります。何かご質問ございませんか。
　　　　　(質問、意見なし)

　それでは、採決いたします。議案第6号1番について、原案のとおり可決することに異議ございませんか。

　　　　　(異議なしの声多数)

　賛成多数ですので、議案第6号1番は原案のとおり可決いたします。

以上で、本日の議案の審議並びに報告事項はすべて終了いたしました。
この際、その他の件について、委員からご発言があれば挙手をお願いいたします。

　　　　　(発言なし)

　よろしいですか。それでは、以上をもちまして、新ひだか町農業委員会第6回総会を閉会いたします。

        （終了時刻　午後5時05分）
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